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2018年 2月吉日

人事・総務部門のご担当者様へ セミナーのご案内

まだ間に合う、有期契約社員の無期転換ルール
〜雇⽤契約の⽅向性を展望する〜

主催︓太陽グラントソントン社会保険労務士法人／太陽グラントソントン

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

改正労働契約法の施行（平成 25 年 4 月 1 日）からまもなく 5 年が経ちます。この法律により、5 年を

超えて有期雇用契約が反復更新された労働者に無期雇用転換申込権が発生することが規定されています。

本格的に無期転換の申し込みが始まるこの 4 月を前に、改めて関連する制度を見直す等、準備をしてお

く必要があります。

本セミナーでは、無期転換の仕組みや有期雇用契約の基本ルールに加え、平成 28 年 12 月に発表され

た同一労働同一賃金ガイドラインについて解説を加えることで、雇用契約の今後を展望します。

人事・総務部門の責任者ならびにご担当の皆様におかれましては、ぜひ、本セミナーへご参加いただ

き、貴社の中長期的な人材活用計画にお役立ていただければ幸いに存じます。

敬具

■プログラム

14︓30〜 開場／受付開始

15︓00〜17︓00 ・無期転換ルールの仕組み解説

・無期転換ルールについてよくある疑問

・実務者が知っておきたい有期雇用契約の基本ルール

・無期転換後のルール設定

・同⼀労働同⼀賃⾦ガイドライン概説

講師︓三⾕ 忍

太陽グラントソントン社会保険労務士法人

代表社員 社会保険労務士

■講師紹介

三谷 忍（みたに しのぶ）
太陽グラントソントン社会保険労務士法人

代表社員 社会保険労務士

慶応義塾大学文学部卒業

2004年に（現）太陽グラントソントン税理⼠法⼈⼊所後、外資系企業の給与計算・社会保

険手続・企業が日本進出する際の社会保険等アドバイスを⾏ってきた。

近年ではこれらに加え、主に企業⼈事労務に係るアドバイスを外資系・国内企業問わず⾏って

いる。

＊プログラム内容、講師については変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

日時︓2018年 3月 28日（水） 15︓00〜17︓00（受付 14︓30〜）

会場︓⻘⼭ツインビル⻄館 2F 貸会議室
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■開催概要

日 時 2018年 3月 28日（水） 15:00〜17:00（受付 14:30〜）

会 場 ⻘⼭ツインビル⻄館 2F 貸会議室
東京都港区南⻘⼭ 1-1-1 ※銀座線・半蔵⾨線・⼤江⼾線 ⻘⼭⼀丁⽬駅直結

定 員 30名（1社 2名様まで）※定員になり次第締め切らせていただきます。

参加対象 人事・総務部門の担当者など

参 加 費 無 料

お申し込み 右の QR コードよりアクセスいただくか、下記 URLよりお申込みください。
https://www.grantthornton.jp/seminar/active/seminar_20180328/
セミナー＞募集中セミナー＞まだ間に合う、有期雇用契約社員の無期転換

お問合せ 太陽グラントソントン社会保険労務士法人 担当︓辻 望
Tel: 03-5770-8822 E-mail: info@jp.gt.com

個⼈情報の取り扱いについて︓お申込みの際にご記⼊いただきました個⼈情報は、太陽グラントソントンのプライバシーポリシーに従って適切に管理いたします。取り扱い・管理の詳細につ

いては、太陽グラントソントンWebのプライバシーポリシーをご覧ください。https://www.grantthornton.jp/privacy-policy/

■会場案内

周辺地図 フロアマップ

太陽グラントソントン（グラントソントン加盟事務所）

グラントソントンは、世界 130 カ国以上・700 拠点以上をネットワークする国際会計事務所グループです。日本では、太陽グラントソントン（太陽有限責任監査法

⼈、太陽グラントソントン税理⼠法⼈、太陽グラントソントン株式会社、太陽グラントソントン社会保険労務⼠法⼈、太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会

社、太陽グラントソントン・アカウンティングサービス株式会社）がグラントソントンの日本メンバーとして、国際水準の監査のほか、会計、税務、人事・労務、企業経

営全般のコンサルティングサービスを提供しています。 https://www.grantthornton.jp/

太陽グラントソントン社会保険労務士法人のご紹介

企業活動のグローバル化そして⼈材のグローバル移動に伴って⾼度化する国際的な労務、社会保険および税務にかかわる問題に、⾼い⽔準のノウハウと豊富な経

験をもとに総合的なソリューションを提供しています。外資系企業および⽇系企業のコンサルティングにおける豊富な経験をもとに、私たちは、労働法務・労務管理・

社会保険・税務の組み合わせによる総合的なヒューマン・キャピタル・サービスを提供します。

太陽グラントソントン社会保険労務士法人の主なサービス

給与計算・労働社会保険手続アウトソーシング、雇用契約書・就業規則の作成支援、外国人労働者とコンプライアンス支援、日本人労働者の海外出向支援、

企業組織再編労務の支援、労務監査・人事内部監査の支援、システム構築による人事業務改善ソリューション

⻄館 2F

貸会議室


